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遷延性意識障害者医療費給付実施要綱 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

  

第１条～第２条  （略） 

 

（対象者） 

第３条  

１ (1) （略） 

(2)  医療機関（健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）に規定する指定訪問看護事業者並

びに介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する指定居宅サービス事業者（同法

に規定する訪問看護を行うことができる者に限る。）及び同法に規定する指定介護予

防サービス事業者（同法に規定する介護予防訪問看護を行うことができる者に限る。）

を含む。）において当該意識障害に関する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）の規定による医療に関する給付を受けている

こと又は当該疾患に関する介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防居宅療養管理指導若しくは介護医療院サービスを受けていること。 

 

(3) （略） 

 

第４条～第７条  （略） 

 

（医療費給付の額） 

第８条 

１ (1) （略） 

(2)  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第

19 号）、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省

告示第 21 号）又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

18 年厚生労働省告示第 127 号）により算定した額の合計額から、介護保険法の規定に

よる当該疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防

訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護医療

院サービスに関し保険者が負担すべき額（介護保険法第 69 条第３項の規定の適用があ

る場合にあっては、当該規定が適用される前の額）を控除した額 

 

 

第９条～第 13 条 （略） 

 

 

 

第１条～第２条  （略） 

 

（対象者） 

第３条  

１ (1) （略） 

(2)  医療機関（健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）に規定する指定訪問看護事業者並

びに介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する指定居宅サービス事業者（同法

に規定する訪問看護を行うことができる者に限る。）及び同法に規定する指定介護予

防サービス事業者（同法に規定する介護予防訪問看護を行うことができる者に限る。）

を含む。）において当該意識障害に関する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）の規定による医療に関する給付を受けている

こと又は当該疾患に関する介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リ

ハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導若しくは介護医療院サービスを受けて

いること。 

(3) （略） 

  

第４条～第７条  （略） 

 

（医療費給付の額） 

第８条 

１ (1) （略） 

(2)  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第

19 号）、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省

告示第 21 号）又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

18 年厚生労働省告示第 127 号）により算定した額の合計額から、介護保険法の規定に

よる当該疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養

施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療

養管理指導及び介護医療院サービスに関し保険者が負担すべき額（介護保険法第 69 条

第３項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定が適用される前の額）を控除した

額 

 

第９条～第 13 条 （略） 
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附 則 

（適用期日） 

１ この要綱は、平成 28 年１月１日以降の医療費の給付から適用する。 

（経過措置） 

２ 遷延性意識障害者医療費給付実施要綱（昭和 55 年長野県告示第 409 号）第６の規定

により交付された受給者証は、この要綱第７条の規定により交付された受給者証とみな

す。 

附 則（平成 28 年８月８日付け 28 保疾第 531 号健康福祉部長通知） 

（施行期日） 

平成 28 年８月８日から施行する。 

附 則（平成 30 年８月 29 日付け 30 保疾第 571 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 平成 30 年８月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月 28 日付け５保疾第 1123 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 令和６年４月１日から適用する。（ただし、要綱第 13 条の改正については令和３年４月

１日から適用する。） 

（経過措置） 

 この改正前に身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定により

身体障害者手帳の交付を受けた者（障害程度が２級以上である者に限る。）のうち、第

７条の規定による受給者証（令和６年４月１日以降も有効であるものに限る。）の交付

を受けた者に限っては、令和６年４月１日から令和９年９月 30 日までの間は対象患者

として第８条に規定する医療費を給付することができる。 

 附 則（令和７年６月 16 日付け７疾感第 388 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 令和７年７月１日から適用する。 

 

 

附 則 

（適用期日） 

１ この要綱は、平成 28 年１月１日以降の医療費の給付から適用する。 

（経過措置） 

２ 遷延性意識障害者医療費給付実施要綱（昭和 55 年長野県告示第 409 号）第６の規定

により交付された受給者証は、この要綱第７条の規定により交付された受給者証とみな

す。 

附 則（平成 28 年８月８日付け 28 保疾第 531 号健康福祉部長通知） 

（施行期日） 

平成 28 年８月８日から施行する。 

附 則（平成 30 年８月 29 日付け 30 保疾第 571 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 平成 30 年８月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月 28 日付け５保疾第 1123 号健康福祉部長通知） 

（適用期日） 

 令和６年４月１日から適用する。（ただし、要綱第 13 条の改正については令和３年４月

１日から適用する。） 

（経過措置） 

 この改正前に身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定により

身体障害者手帳の交付を受けた者（障害程度が２級以上である者に限る。）のうち、第

７条の規定による受給者証（令和６年４月１日以降も有効であるものに限る。）の交付

を受けた者に限っては、令和６年４月１日から令和９年９月 30 日までの間は対象患者

として第８条に規定する医療費を給付することができる。 

参考：第９条関係 

 

参考：第９条関係 

 

  
 


